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共通申込事項 申込み時には次の内容を明記してください。
●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号

For more details of the information, please call the multilingual hotline.

◆By telephone　◉11 languages are available as follows: English, Chinese (Pekingese and Cantonese), 
Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Tagalog, Thai, Portuguese, Spanish, Russian. ◉Hotline:☎ 71-2299

Entre em contato através do número de telefone abaixo, especiífico para estrangeiros e saiba
mais informações sobre os pormenores de cada artigo.

◆VIA TELEFONE　◉disponível em 11 línguas: inglês, chinês (pequim e cantonês), coreano, vietnamita, 
nepalês, indonésio, tagalo, tailandês, português, espanhol, russo. ◉Telefone específico:☎ 71-2299.

Multilingual
Hotline

☎0566
〈71〉
2299

O aplicativo  "マチイロ - Machiiro", oferece serviço de visualização gratuita do boletim informativo (Koho), 
e possibilita a tradução do boletim informativo de Anjō (informações da Cidade de Anjō) em várias línguas.
Os idiomas disponíveis são : Japonês, Inglês, Coreano, Chinês (Tradicional e Simplificado), Tailandês, Português, Espanhol, Indonésio, 
Vietnamita, Filipino, Nepalês, Birmanês e Japonês simplificado — totalizando 14 idiomas.
“Machiiro” a free public relations bulletin viewing service application can translate Kōhō Anjō 
(Anjo City information) into multiple languages.
Supported languages : Japanese, English, Korean, Chinese (Traditional and Simplified), Thai, Portuguese, Spanish, Indonesian, Vietnamese, Filipino, 
Nepali, Burmese, and easy Japanese—a total of 14 languages.

CONSULTAS AOS ESTRANGEIROS / MUNICIPAL CONSULTATION SERVICE FOR FOREIGN RESIDENTS

◆BALCÃO DOS SETORES
◉Disponível em 11 línguas: Inglês, Chinês (pequim), 
Coreano, Vietnamita, Nepalês, Indonésio, Tagalo, 
Tailandês, Português, Espanhol, e Russo.

◆By the desks in Anjo city office　
◉11 languages are available as follows: English, 
Chinese (Pekingese), Korean, Vietnamese, Nepali, 
Indonesian, Tagalog, Thai, Portuguese, Spanish and 
Russian.

人権擁護委員を決定

　4月１日付で、榊原昭
しょう

二
じ

氏（再
任）が人権擁護委員に委嘱されま
した。任期は3年です。
問市民安全課（☎〈７１〉２２２２）

問▶安城警察署（☎〈��〉����）、市市民安全課（☎〈�１〉����）

正解は･･･ 車道です！
自転車は車道を走る？歩道を走る？

ただし、歩道では歩行者優先です。
歩行者の通行を妨げないように安全に通行しましょう！

道路標識�右図�や道路標示で、歩道を
通行することができるとされているとき❶

❷
��歳未満の児童、��歳以上の人
又は車道通行に支障がある身体
障害を有する人が運転するとき

❸
駐車車両があったり、交通量が多く車道の幅が狭い
等、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得
ないと認められるとき

自転車は、車道の左側の端を通行するのが原則です。
ただし、以下の場合、例外的に歩道を通行できます。

原則�車道�

例外�歩道�

みんなで
守ろう

監査委員を再任

　５月１２日から、中西肇
はじめ

監査委員
が再任されました。任期は令和１２
年５月１１日までです。
※選任方法等の詳細はQRコード
参照。
問監査委員事務局
　（☎〈７１〉２２55）

相談窓口

場場所　予予約先 　問問合せ先省略記号

名 　　称 日時・予約期間・定員等 対象・場所・予約・問合せ
弁 護 士 に よ る
法 律 相 談 毎週㈮、６月１７日㈬午後１時～４時(１人30分)／要予約（※）

対市内在住・在勤・在学者
場予市役所相談室
　　　（北庁舎１階／☎︎〈７１〉2222）

（※）６月22日㈪午前９時から７月分の予約
を受け付けます。

司 法 書 士 に よ る
法 律 相 談

６月１日㈪・１５日㈪、７月６日㈪午後１時～４時（１人30分）／
要予約（※）

司法書士・土地家屋
調査士による相続・
登 記・ 測 量 相 談

６月１0日㈬、７月８日㈬午後１時～４時(１人30分)／要予約
（※）

行 政 書 士 に よ る
相続・遺言・契約等
書 類 作 成 相 談

６月９日㈫、７月１４日㈫午後１時～４時(１人４５分)／要予約
（※）

女 性 相 談 毎週㈬午前１0時～午後４時(1人５0分）／予約優先（※）

行 政 相 談 ６月２日㈫・１６日㈫、７月７日㈫午後１時～４時／当日受付

人 権 相 談 ６月４日㈭午前１0時～午後３時、６月１８日㈭・７月２日㈭午後
１時～４時(１人30分)／当日受付

市 民 相 談 ㈪～㈮午前９時～午後４時／当日受付

税 理 士 に よ る
税 務 相 談

７月１日㈬午後１時30分～４時(１人3５分)／要予約(６月５日㈮
から受付）※８月５日㈬の予約は７月６日㈪から受付。

対市内在住者　場市役所相談室(北庁舎１
階)　予市民税課(☎︎〈７１〉22１3）

宅地建物取引士に
よる不動産・空き
家相談

６月23日㈫午後１時～３時30分(１人30分)／要予約(予約期間６
月１日㈪～１８日㈭)

対市内在住者、市内に不動産又は空き家を
所有する人　場市役所相談室(北庁舎１階)　
予建築課(☎︎〈７１〉22４１）

労 働 相 談 ６月１１日㈭、７月９日㈭午後１時～４時／要予約（各相談日の
前々日まで受付）

対誰でも可　場市役所相談室(北庁舎１階)
予商工課(☎︎〈７１〉223５)

消費生活相談員に
よる消費生活相談

㈪㈫㈭㈮午前９時30分～午後４時(受付は午後３時30分まで）／
予約優先（各相談日の１週間前から受付）／電話相談も可／当相
談利用者に限り弁護士による消費生活相談を利用できる場合有

対市内在住・在勤・在学者　場予消費生活
センター(市役所さくら庁舎１階／☎︎〈７６〉７７
４9）。閉所時は商工課（☎︎〈７１〉223５）へ

職 業 相 談 ・ 紹 介 ㈪～㈮午前９時～午後４時30分／当日受付　※正午～午後１時
は検索機のみ。内容によりハローワーク刈谷対応になる場合有

対誰でも可　場問市地域職業相談室(市役
所さくら庁舎１階／☎︎〈７１〉03１１）

内 職 相 談 毎週㈮午前１0時～午後３時(受付は午後２時30分まで)／当日受
付

対県内在住者　場市役所さくら庁舎１階
問こども課(☎︎〈７１〉2229)

ひとり親家庭相談
㈪～㈮午前９時～午後４時／当日受付

対市内在住者　場問こども課(☎︎〈７１〉2229)

児 童 相 談 対市内在住で１８歳未満の子の保護者　
場問こども課(☎︎〈７１〉22７2)

就 学 相 談 ㈪～㈯午前８時30分～午後５時１５分／要予約
対原則、市内在住で小学校就学に心配のあ
る年長児と保護者　場予こども発達支援セ
ンターあんステップ♬(☎︎〈７７〉７７9６)

若 者 相 談
（不登校・ひきこもり等）

㈫～㈯午前１0時～午後６時／要予約
※LINE(@146xcxvc)・Eメール(info@ansapo.net)・電話で
の相談も可。詳細は市HPを参照。

対市内在住・在勤・在学の１５～39歳の人、
その家族　場問青少年の家（☎︎〈７６〉3４32）　
予こども若者総合相談センター「あんさぽ」
（☎︎090〈309４〉１2８9）

障 害 者 更 生 相 談 ６月１１日㈭、７月９日㈭午後１時～４時／要予約（各相談日の
２日前の正午まで予約受付）

対市内在住の身体・知的障害者、介護者　
場予総合福祉センター（☎︎〈７７〉７８８８）

栄 養 相 談 ６月１７日㈬午前９時30分～正午(１人１時間)／要予約(６月１６日
㈫まで予約受付）

対市内在住・在勤・
在学者（家族可）

場予保健センター
　　　　（☎︎〈７６〉１１33）

臨床心理士・公認心理
師による家族のため
のこころホッと相談

６月４日㈭、７月２日㈭午後１時～４時30分(１人１時間)／要
予約(各相談日の前々日まで予約受付）

対心の悩みがある家族
等への接し方に困って
いる人

思 春 期 保 健
相 談 ル ー ム

㈪～㈮午前９時～午後４時／要予約　
※Ｅメール(shishunkiroom@city.anjo.lg.jp)での相談も可。

対市内の小学生～高
校生、保護者

保健師・管理栄養士・
歯科衛生士による保健相談

㈪～㈮午前９時～午後４時／要予約
※電話相談も可。 対市内在住者

教育相談（電話・来所）㈪～㈮午前９時～午後５時／来所の場合は要予約 対市内在住の小中学生及び保護者、市内
公立小中学校在勤の教職員　場予教育セン
ター相談室（☎︎〈７６〉9６７４）心 理 士 に よ る

ふ れ あ い 相 談 ㈪～㈮午前１0時～午後５時(㈪は午後６時まで）／要予約

 ６月1日～７月14日分
各分野の専門職が相談に応じ秘密は厳守します。相談業務は正午～午後1時(消
費生活相談、若者相談は除く)、㈷㉁は休みます／６月1日㈪から市役所・各支所
・保健センターの窓口・電話の受付時間を午前９時～午後４時に変更します
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